
電子システム構築のための事前調査（ニーズ調査）について 

 

１ 目的 

  子ども子育て支援新制度施行に必要な電子システムの規模・仕様の確定に

必要となる基礎データの把握及び住民の教育・保育等に関する利用意向等の

ニーズの状況把握のための事前調査を実施する。 

 ※ 電子システム構築のための事前調査と子ども子育て支援事業計画を策定

するためのニーズ調査を兼ねる形で実施する（電子システム開発に必要な

基礎項目と計画策定に必要な基礎データが相当程度重なるため）。 

 

２ 調査対象 

  就学前児童 2,000 名（全数調査）。 

  回収率 70％程度を想定。 

 

３ 調査方法 

  町から各世帯へ郵送。 

  調査票の集計、分析等は専門業者に委託。 

 

４ 調査項目 

  国の子ども・子育て会議が示す標準的な調査票を準用。 

一部、町独自の調査項目を追加予定（子育て支援に関する潜在的有資格者 

など）。 

 

５ 実施時期 

  平成 25 年９月～10月にかけて調査実施。 

  調査のとりまとめは 12月まで。 

 

６ 予算 

  2,612,000 円（役務費 498,000 円、委託料 2,114,000 円）。 

財源は、神奈川県安心こども交付金事業費補助金を活用（葉山町平成 25年 

度６月補正予算で計上）。 

 

７ その他 

  就学後児童については、別途調査を実施する。 

  現時点では、学校を通じて調査票の送付・回収を行う方向で検討。 

資料１１ 





別添２５

子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業

１ 事業の目的

先般成立した子ども・子育て関連三法に基づく制度（以下 「子ども・子育て支援新、

制度」という ）の施行に向けて、地方自治体において一時的に必要となるシステム導。

入経費及び事前調査経費に対して所要の助成を行い、もって子ども・子育て支援新制度

の円滑な施行の準備に資することを目的とする。

２ 事業の内容等

（１）事業内容

子ども・子育て支援新制度の施行に伴って必要となる都道府県又は市町村における

以下の経費について助成を行う。

① システム導入経費

② 事前調査経費

（２）実施主体

都道府県又は市町村（特別区を含む。以下同じ ）。

（３）事業者

都道府県、市町村、都道府県又は市町村が適当と認めた者

（４）事業の実施期限

平成２６年３月３１日とする。ただし、平成２５年度中に事業に着手し、平成２６

年度に完了が見込まれる場合には、事業が完了する月の末日又は平成２７年３月３１

日のいずれか早い日とする。

３ 補助基準額・補助率

（１）補助基準額

都道府県知事が必要と認めた額

（２）補助率

定 額

４ 対象経費

子ども・子育て支援新制度施行に必要なシステムの開発、改修に係る経費並びに電子

システムの規模・仕様の確定に必要となる基礎データの把握及び住民の教育・保育等に

関する利用意向等のニーズの状況把握に資する調査に係る経費
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